
６．メールアドレス・通知設定を変更する場合

登録したメールアドレスや通知情報（更新通知メール）の設定変更手順をお知らせ
いたします。

以下について設定できます。
・「医療費通知照会」の更新時のお知らせメールの要否
・「医療費控除用通知」の更新時のお知らせメールの要否
・上記お知らせメールの送信先メールアドレス

手順の詳細については次ページ以降をご参照ください。
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＜医療費通知照会と医療費控除用通知について＞

「医療費通知照会」は、毎月の医療費についてお知らせするものです。
原則として、医療費がかかった月の3か月後に更新されます。
医療費が毎月かかっている場合、毎月更新の通知が届きます。

「医療費控除用通知」は、確定申告で医療費控除を受ける際にお使いいただけるもので、
毎年１月～３月に更新されます。
１月→前年１月～１０月の医療費を掲載
２月→前年１月～１１月の医療費を掲載
３月→前年１月～１２月の医療費を掲載
このため、前年中に医療機関を受診した方は1月～3月のいずれかの月に更新のお知らせメールが
届きます。

※医療費通知・医療費控除用通知ともに、レセプトの到着遅れ等により掲載が遅れることがあります。
作成の仕組み、到着遅れの主な要因等の詳細は、日本アイ・ビー・エム健康保険組合HP Q&Aを
ご参照ください。



１.メールアドレス・通知情報（更新通知メール）設定の変更_①

①トップメニューより、「個人情報管理」をクリックします。
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Ａ「個人情報管理」をクリック

B「個人情報管理」をクリック

※Ａ・Ｂどちらをクリックしても同じ画面に移動します。

６．メールアドレス・通知設定を変更する場合



②「個人情報変更」をクリックします。
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６．メールアドレス・通知設定を変更する場合

１.メールアドレス・通知情報（更新通知メール）設定の変更_②

「個人情報変更」をクリック
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６．メールアドレス・通知設定を変更する場合

＜通知情報（更新通知メール）の要・不要の変更を行う場合＞
上の個人アカウント管理画面にて「医療費通知」「医療費控除用通知」の
要・不要をそれぞれご選択ください。

ibmhia123@ibm.com

③個人アカウント管理画面が表示されます。
メールアドレスを入力し、「入力内容確認」をクリックしてください。

１.メールアドレス・通知情報（更新通知メール）設定の変更_③
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６．メールアドレス・通知設定を変更する場合

●「医療費通知」を「要」とした場合
→
医療費情報が更新された際にお知らせメールが届きます。
（原則として診療を受けた月の３か月後です。）

●「医療費控除用通知」を「要」とした場合
→
医療費控除用通知が作成された際にお知らせメールが届きます。
（原則として以下の時期に届きます。
１．前年の１月～１０月に１回以上保険診療を受けた場合→１月初旬
２．１に該当しない方が前年１１月に保険診療を受けた場合→２月初旬
３．１・２に該当しない方が前年１２月に保険診療を受けた場合→３月初旬）

※「医療費通知」「医療費控除用通知」のいずれも「要」とした場合、
１月～３月は同じ内容の更新通知メールが2回届くことがあります。

④医療費通知・医療費控除用通知のお知らせメール「要・否」の設定について

１.メールアドレス・通知情報（更新通知メール）設定の変更_④


